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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年11月24日(2016.11.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　薬品が収容された薬品収容部から前記薬品を払い出す払出経路の高さ及び幅のいずれか
一方又は両方を変更する経路調整手段を備え、任意の種類の薬品を払出可能な複数の薬品
カセットと、
　任意の前記薬品カセットが着脱可能な装着部と、
　を備える薬品払出装置であって、
　前記装着部が、当該装着部に装着された前記薬品カセットの前記経路調整手段を駆動さ
せて前記払出経路の高さ及び幅のいずれか一方又は両方を変更する第１駆動手段と、当該
装着部に装着された前記薬品カセットに設けられた駆動機構に駆動力を供給して前記薬品
カセットから薬品を排出させる第２駆動手段とを備える薬品払出装置。
【請求項２】
　払出対象の薬品情報の入力を受け付ける制御部と、
　前記払出対象の薬品情報に対応して予め設定された駆動条件に従って前記装着部の第１
駆動手段を制御し、当該装着部に装着された前記薬品カセットの前記払出経路の高さ及び
幅のいずれか一方又は両方を前記払出対象の薬品情報に対応する薬品を単位量ごとに払出
可能なサイズに変更する駆動制御手段と、
　請求項１に記載の薬品払出装置。
【請求項３】
　前記制御部が、処方データにより前記払出対象の薬品情報の入力を受け付ける、
　請求項２に記載の薬品払出装置。
【請求項４】
　前記薬品情報を一次元コード又は二次元コードから読み取るコード読取手段を更に備え
、
　前記制御部が、前記コード読取手段により前記払出対象の薬品情報の入力を受け付ける
請求項２又は３に記載の薬品払出装置。
【請求項５】
　前記薬品カセット又は前記薬品カセットの装着部に設けられた薬品表示手段と、
　前記払出対象の薬品情報、及び前記薬品カセットの使用状態を示すステータス情報のい
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ずれか一方又は両方を前記薬品カセットに対応する前記薬品表示手段に表示させる表示制
御手段と、
　を更に備える請求項２～４のいずれかに記載の薬品払出装置。
【請求項６】
　前記駆動制御手段が、前記制御部から受信する前記駆動条件に従って前記第１駆動手段
を制御するものであって、前記制御部から受信した前記駆動条件の前記薬品カセットへの
反映の有無を記憶する、
　請求項２～５のいずれかに記載の薬品払出装置。
【請求項７】
　前記装着部に設けられ、前記薬品カセットの着脱を検知する着脱検知センサーを備え、
　前記制御部が、前記着脱検知センサーの検知結果に基づいて前記薬品カセットへの薬品
の充填の有無を判断する、
　請求項１～６のいずれかに記載の薬品払出装置。
【請求項８】
　薬品が収容された薬品収容部から前記薬品を払い出す払出経路の高さ及び幅のいずれか
一方又は両方を変更する経路調整手段を備え、任意の種類の薬品を払出可能な複数の薬品
カセットと、任意の前記薬品カセットが着脱可能な装着部とを備える薬品払出装置であっ
て、前記装着部が、前記薬品カセットの前記経路調整手段を駆動させて前記払出経路の高
さ及び幅のいずれか一方又は両方を変更する第１駆動手段と、前記薬品カセットに設けら
れた駆動機構に駆動力を供給して前記薬品カセットから薬品を排出させる第２駆動手段と
を備える薬品払出装置に搭載されるコンピュータに、
　払出対象の薬品情報の入力を受け付けるステップと、
　前記払出対象の薬品情報に対応して予め設定された駆動条件に従って前記装着部の第１
駆動手段を制御し、当該装着部に装着された前記薬品カセットの前記払出経路の高さ及び
幅のいずれか一方又は両方を前記払出対象の薬品情報に対応する薬品を単位量ごとに払出
可能なサイズに変更するステップと、
　を実行させるための薬品払出プログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０１】
　具体的に、前記制御部６１は、前記駆動条件に従って前記高さ調整部２２６Ａ及び前記
幅調整部２２７Ａを制御することにより、前記可変カセット２２から１錠単位で払出可能
な錠剤の種類を前記ステップＳ３で割り当てられた前記薬品情報が示す錠剤に変更する。
まず、前記制御部６１は、前記駆動モーター２４３及び前記駆動モーター２４４を駆動さ
せることにより前記高さ規制部材２２６及び前記幅規制部材２２７の位置を初期状態に戻
す。そして、前記制御部６１は、前記駆動モーター２４３により前記高さ調整部２２６Ａ
を駆動させ、前記可変カセット２２の前記高さ規制部材２２６により規制される前記高さ
ｈ１を、前記駆動条件で定められた前記払出経路の高さに変更する。また、前記制御部６
１は、前記駆動モーター２４４により前記幅調整部２２７Ａを駆動させ、前記可変カセッ
ト２２の前記幅規制部材２２７により規制される前記幅ｗ１を、前記駆動条件で定められ
た前記払出経路の幅に変更する。もちろん、前記高さ規制部材２２６及び前記幅規制部材
２２７の現在の状態が検出可能な構成であれば、前記制御部６１は、その検出結果に基づ
いて前記駆動モーター２４３及び前記駆動モーター２４４を駆動すればよい。
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